
証券コード9930
2023年６月９日

（電子提供措置の開始日2023年６月６日)

株 主 各 位
東京都渋谷区東二丁目23番10号

北沢産業株式会社
代表取締役社長 北 川 正 樹

第76期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
さて、当社第76期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第76期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】
https://www.kitazawasangyo.co.jp/ir/kabunushisoukai.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」または「当社証券
コード」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」
にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は書面又は電磁的方法(インターネット)により議決権の行使を
することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、３頁に記載
の「議決権行使についてのご案内」に従って、2023年６月28日（水曜日）営業時間終了時、午後
５時30分までに行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時

2. 場 所 東京都渋谷区道玄坂二丁目６番17号
ＡＰ渋谷道玄坂 渋東シネタワー11階
（前年と会場が異なりますのでご注意ください）

3. 会議の目的事項

報告事項 1. 第76期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第76期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役９名選任の件
第４号議案 監査役２名選任の件
第５号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
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○ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集通知」をご持参く
ださいますようお願い申しあげます。
なお、代理人によるご出席の場合は、代理権を証明する書面を議決権行使書用紙ととも
に会場受付にご提出ください。（代理人の資格は、定款の定めにより当会社の議決権を
有する他の株主様１名に限ります。）

○ ご出席の際は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ご自身の体調をお
確かめのうえご来場賜わりますようお願い申しあげます。

○ 総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください
ますようお願い申しあげます。

○ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を
掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席の場合

2023年6月29日（木曜日）午前10時開催日時

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくと

ともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

株主総会にご出席でない場合

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」を
ご利用ください。

2023年6月28日（水曜日）

午後5時30分到着分まで

2023年6月28日（水曜日）

午後5時30分入力分まで

行使期限

行使期限

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただき、行

使期限までに到着するようご送付ください。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成

の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、

画面の案内に従って、行使期限までに賛否をご入力ください。

▼ 書面による議決権行使

▼ インターネットによる議決権行使

複数回にわたり議決権行使をされた場合の取り扱い

※ 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有
効な議決権行使といたします。

※ インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行
使といたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

2023年6月28日（水曜日）午後5時30分入力分まで議決権行使期限

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイト

をご利用いただくことによってのみ可能です。

パソコンによる議決権行使

議決権行使ウェブサイト https://www.e-sokai.jp

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトロ

グインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワー

ド」が入力不要でアクセスできます。

※上記方法での議決権行使は1回に限ります。

スマートフォンによる議決権行使「スマート行使」

（受付時間 9:00～21:00 土曜・日曜・祝日も受付）

日本証券代行株式会社 代理人部 ウェブサポート専用ダイヤル

ふ0120-707-743

パソコンなどの操作方法に関するお問い合わせ先について

※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

見本

見本
見本

上記議決権行使ウェブサイトにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」、
「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項

※ 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は

株主様のご負担となります。

※ スマート行使による議決権行使は一回のみ可能です。一度議決権行使をした後で行使内容を変更さ

れる場合、パソコン向けサイトで「議決権行使コード」「パスワード」を入力してログインしてく

ださい。（QRコードを再度読み取っていただくとパソコン向けサイトへアクセスできます。）
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事 業 報 告

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症や物価上昇
の影響により景気の停滞感を引きずる状況の中、世界的なウィズコロナへの移行
拡大により徐々に制限が緩和されつつあり、経済活動の正常化と景気の持ち直し
の兆しが見られはじめました。一方海外では、ロシア・ウクライナ情勢による原
材料価格の上昇、米国をはじめとする世界各国の経済・金融政策や為替の動向等
による影響から先行きが不透明な状況が継続しております。

当社グループの主要取引先である外食産業におきましては、行動制限の緩和に
より客足の回復傾向が続いているものの、原材料費や光熱費の高騰や継続的な人
手不足など引き続き厳しい経営環境となっています。

このような環境の中で、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高
は１６２億２２百万円（前期比4.0％増）となりました。利益面では、営業利益６
億９９百万円（前期比89.4％増）、経常利益７億６４百万円（前期比80.3％増）、
親会社株主に帰属する当期純利益４億５５百万円（前期比194.5％増）となりまし
た。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
(業務用厨房関連事業)
業務用厨房関連事業につきましては、売上高は１５８億８４百万円と前期に比

し4.1％の増収、営業利益は原価率が前年同期に比べて1.2ポイント改善されたこ
とから、１１億４６百万円となり前期に比し40.9％の増益となりました。
(不動産賃貸事業)
不動産賃貸事業につきましては、売上高は３億３７百万円と前期に比し0.2％

増収となり、営業利益は２億１１百万円と前期に比し1.2％の増益になりました。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度に実施いたしました設備投資にかかる設備投資額は、４億３６

百万円であり、主に建物、車輌運搬具及びソフトウエア仮勘定の投資額でありま
す。

(3) 資金調達の状況
該当事項はありません。

(4) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。
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(5) 財産および損益の状況
(企業集団の営業成績および財産の状況の推移）

区分
第73期

(2020年３月期)
第74期

(2021年３月期)
第75期

(2022年３月期)
第76期

(当連結会計年度)
(2023年３月期)

売 上 高 (千円) 16,399,312 14,298,926 15,602,110 16,222,015

経 常 利 益 (千円) 359,251 98,484 423,957 764,246

親会社株主に帰属
する当期純利益(△純損失)

(千円) 150,958 △37,915 154,656 455,479

１株当たり当期純利益(△純損失) (円) 8.12 △2.04 8.32 24.50

総 資 産 (千円) 16,870,217 16,785,349 16,745,185 17,245,852

純 資 産 (千円) 8,928,012 9,030,673 8,904,254 9,360,370

１株当たり純資産 (円) 480.25 485.78 478.98 503.52

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

(6) 対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、行動制限の緩和により経済活動の正常化による

景気の回復が期待されるものの、原材料費や光熱費の高騰や継続的な人手不足な
ど引き続き厳しい事業環境が続くと予想されます。

そのような状況において、業績回復により需要の拡大が見込まれる外食産業へ
の営業強化を図りつつ、引き続き食品加工場、スーパーマーケットなどの中食業
界への売上拡大に取り組んでまいります。

次期の連結業績見通しにつきましては売上高１６６億円、営業利益６億２０百
万円、経常利益６億８０百万円、親会社株主に帰属する当期純利益４億円を計画
しております。

当社グループは、単品販売の強化を図り、より競争力のある商品を重点的に拡
販し、24時間365日サービス体制を更に充実したものにする所存であります。
また、リスク管理とコンプライアンスの強化を図ってまいります。

(7) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社北沢キープサービス 20百万円 100.0％ 厨房機器の修理、保守管理

エ ー ス 工 業 株 式 会 社 70百万円 100.0％ 食品加工機械・厨房機器の製造

サ ン ベ イ ク 株 式 会 社 42百万円 100.0％ 製菓・製パン機械器具の製造

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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(8) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）
当企業集団は、業務用厨房機器・家具の販売を主に、これらに附帯する業務用

厨房機器の修理・保守サービスおよび業務用機械器具、製菓・製パン機械器具の
製造を行っているほか、不動産の賃貸業務を営んでおります。

(9) 本社および主な事業所（2023年３月31日現在）
① 当社

本 社：東京都渋谷区東二丁目23番10号

支 店：札幌・仙台・宇都宮・水戸・大宮・東京・立川・千葉・横浜・名古
屋・松本・大阪・広島・松山・福岡

営業所：旭川・函館・帯広・青森・弘前・八戸・盛岡・水沢・秋田・山形・
郡山・いわき・新潟・前橋・甲府・柏・三島・浜松・富山・金沢・
福井・京都・神戸・岡山・山口・高松・高知・北九州・熊本・鹿児
島・沖縄

出張所：釧路・三重・長野・和歌山・松江・徳島・大分

② 子会社

株式会社北沢キープサービス

本 社
埼玉県日高市大字下大谷沢３番地１
（当社日高流通センター内）

支 店 渋谷

営業所

旭川・札幌・函館・帯広・釧路・青森・弘前・八戸・
盛岡・水沢・仙台・秋田・山形・郡山・いわき・新
潟・前橋・宇都宮・水戸・大宮・東京・立川・甲府・
千葉・柏・横浜・三島・浜松・名古屋・岐阜・松本・
富山・金沢・京都・大阪・岡山・広島・山口・高松・
松山・高知・徳島・北九州・福岡・熊本・鹿児島・沖
縄

分 室 渋谷

エ ー ス 工 業 株 式 会 社 本 社 埼玉県狭山市根岸689番１号

サ ン ベ イ ク 株 式 会 社 本 社 福岡県久留米市荒木町白口1981番１号

(10) 従業員の状況（2023年３月31日現在）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 令 平 均 勤 続 年 数

440名 19名減 43才９ヶ月 14年２ヶ月

(注) 1. 従業員数は全連結会社の就労人員の合計であります。
2. 従業員数には契約社員および臨時従業員（派遣社員、パートタイマーおよびアルバイト）

は含んでおりません。
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(11) 主要な借入先（2023年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高（千円)

株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,020,000

株 式 会 社 横 浜 銀 行 680,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 300,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100,000

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 72,000,000株

(2) 発行済株式の総数 23,818,257株

(3) 株 主 数 3,351名

(4) 大 株 主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

北 沢 持 株 会 1,768 9.52

光 通 信 株 式 会 社 1,157 6.22

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,001 5.39

株 式 会 社 北 陸 銀 行 921 4.95

北 沢 産 業 従 業 員 持 株 会 912 4.91

株 式 会 社 Ｕ Ｈ Ｐ ａ ｒ ｔ ｎ ｅ ｒ ｓ ２ 796 4.28

フ ク シ マ ガ リ レ イ 株 式 会 社 778 4.19

株 式 会 社 イ ン テ リ ッ ク ス 370 1.99

株 式 会 社 エ ス ア イ エ ル 284 1.53

株 式 会 社 コ メ ッ ト カ ト ウ 272 1.47

(注) 当社は、自己株式5,228,265株を保有しておりますが、上記大株主より除いております。また、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
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3. 会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等（2023年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 北 川 正 樹

常 務 取 締 役 石 塚 洋 管理本部長

取 締 役 小 山 栄 樹
自動機器担当
エース工業株式会社 代表取締役社長

取 締 役 神 田 浩 徳
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブ
ロック担当

取 締 役 甲 田 欣 豊 本社営業本部長

取 締 役 長谷川 英 樹 管理本部総務部長

取 締 役 青 木 茂 男
公認会計士、公益財団法人金子国際文化交流財団 理事長、一般

財団法人会計教育研修機構 監事、茨城キリスト教大学 名誉教

授、千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授

取 締 役 山 田 正 人 株式会社東京富山会館 代表取締役社長

常 勤 監 査 役 相 原 貫 二

監 査 役 藤 森 一 喜 税理士 藤森一喜税理士事務所

監 査 役 井 上 晴 孝
弁護士 井上・桜井法律事務所
株式会社 ヴィア・ホールディングス 社外取締役

監 査 役 納 谷 全一郎 弁護士 あきつ総合法律事務所

(注) 1. 当事業年度中における取締役および監査役の異動は次のとおりであります。
(1)2022年６月29日開催の第75期定時株主総会において、甲田欣豊氏および長谷川英樹氏は取

締役に新たに選任され、就任いたしました。
(2)2022年６月29日開催の第75期定時株主総会終結の時をもって、尾崎光行氏および酒井保太

郎氏は任期満了により退任いたしました。
2. 取締役のうち青木茂男氏、山田正人氏の２名は会社法第２条第15号に定める社外取締役で

あります。
監査役のうち藤森一喜氏、井上晴孝氏、納谷全一郎氏の３名は会社法第２条第16号に定め
る社外監査役であります。
なお、取締役青木茂男氏、取締役山田正人氏、監査役井上晴孝氏は、東京証券取引所に対
し、独立役員として届け出ております。

3. 監査役藤森一喜氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知
見を有するものであります。

4. 当事業年度末日後に生じた担当の異動の状況

氏 名 新 旧 異動年月日

神 田 浩 徳

取締役 営業戦略本部長 兼キ
ッチンコンサルタント室長 兼
近畿・中国・四国ブロック担
当

取締役 営業戦略本部長 兼キ
ッチンコンサルタント室長 兼
関東ブロック担当

2023年４月１日
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(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役青木茂男氏、取締役山田正人氏、監査役相原貫二氏、監査役藤森

一喜氏、監査役井上晴孝氏および監査役納谷全一郎氏の６名との間で、会社法第
427条第１項の定めに基づき、同法第423条第１項に定める責任を限定する契約を
締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任
限度額としております。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬の決定方針は、2021年2月12日開催の取締役会にて「取締役の個人
別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議し、株主総会の決議によ
る取締役の報酬総額の限度内において、その配分を取締役会で協議し、会社への
貢献、職務の内容・重要度及び職務遂行の状況並びに在任年数等を総合的に勘案
し決定しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬総額については、1993年６月29日開催の第46期定時株主総会にお

いて月額20,000千円以内（ただし、使用人兼務役員の使用人部分を除く）、監査役
の報酬総額については1990年６月28日開催の第43期定時株主総会において月額
3,000千円以内と決議され定めております。また、当該決議時点の取締役の員数は
15名、監査役の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬額は、取締役の報酬の決定方針に基づき、取締役会の一任を受け

た代表取締役社長北川正樹が、社外取締役及び社外監査役と協議し個人別の報酬
等の内容を決定しております。なお、代表取締役に委任する権限の内容に関して
は、株主総会及び取締役会決議による内容の範囲内としております。

これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、会社への貢献、職務の内
容・重要度及び職務遂行の状況並びに在任年数等を総合的に勘案でき、適任と判
断したためです。

取締役会は取締役の個人別の報酬等の決定内容は当該権限が適切に行使される
よう社外取締役、社外監査役と協議の上決定していることから決定方針に沿うも
のであると判断しております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）

固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役 73,680 72,240 1,440
-

10

(うち社外取締役） (5,280) (5,280) (-) (2)

監査役 16,080 16,080
- -

4

(うち社外監査役） (7,920) (7,920) (3)

(注) 1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また、
2022年６月29日開催の第75期定時株主総会終結の時をもって退任した２名を含んでおります。

2. 2014年６月27日開催の第67期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、取締
役および監査役に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期は対象と
なる取締役および監査役の退任時とすることを決議いただいております。

3. 業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標に関しては、当社にとって連結
経常利益が重要と認識していることから直近４事業年度の連結経常利益の平均額を用い、規
程の範囲内において各役員の報酬と責務に相応しい水準となるよう、担当部門の業績貢献度
等を総合的に勘案した上で決定しております。
当事業年度を含む直近４事業年度の連結経常利益に関しては1.(5) 財産および損益の状況

の推移に記載のとおりであり、第72期の連結経常利益は386,424千円となっております。
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(4) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役である青木茂男氏、山田正人氏、社外監査役である藤森一喜氏、井
上晴孝氏、納谷全一郎氏の兼職先である他の法人等は当社と関係がありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

取 締 役 青 木 茂 男

2022年度の取締役会14回のうち14回に出席し、大学教授、財団
法人の理事長および監事としての豊富な経験と公認会計士など
の財務及び会計に関する幅広い知識を活かした、経営の意思決
定などへの妥当性・適正性を確保するための発言を経営全般の
観点から適宜行っております。

取 締 役 山 田 正 人

2022年度の取締役会14回のうち13回に出席し、金融機関に勤め
られた経験や上場会社の取締役を務められた経営経験を活かし
た、経営の意思決定などへの妥当性・適正性を確保するための
発言を経営全般の観点から適宜行っております。

監 査 役 藤 森 一 喜
2022年度の取締役会14回のうち14回に出席し、また、2022年度
の監査役会14回のうち14回に出席し、税理士の立場から適宜発
言しております。

監 査 役 井 上 晴 孝
2022年度の取締役会14回のうち14回に出席し、また、2022年度
の監査役会14回のうち14回に出席し、弁護士の立場から適宜発
言しております。

監 査 役 納 谷 全一郎
2022年度の取締役会14回のうち14回に出席し、また、2022年度
の監査役会14回のうち14回に出席し、弁護士の立場から適宜発
言しております。

(5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で取締役全員および監査役全員を被保険者とする役員等

賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め全額会社が負担し
ており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約は被保険者で
ある取締役および監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害および争訟費用について
填補されます。ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするた
め、法令違反を認識しながら行った行為、犯罪行為等によって生じた損害は補填さ
れない等の一定の免責事由があります。
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4. 会計監査人に関する事項

(1) 名 称 永和監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬の額 26,000千円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の
利益の合計額 26,000千円

(注) 1. 当社監査役会は、会計監査人に対する上記報酬等の額について会計監査人から監査計画
（監査方針、監査体制、監査項目、監査予定時間等）の説明を受けた後、その内容および報
酬見積額について前期実績と比較、経理部等関係各部門からの情報、評価等を踏まえ検討
した結果として報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第１項の同意を行っておりま
す。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金
額は合計額で記載しております。

(3) 非監査業務の内容
該当はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、当該会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反、抵

触した場合および公序良俗に反する行為があったとした場合、その事実に基づき
当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判
断した場合、監査役会規程に則り「会計監査人の解任または不再任」に関する株
主総会に付議するための議案の内容を決定いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人 永和監査法人は、会社法第427条第１項の定めに基づき責任

限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任は、法令の定める額に
限定しております。

5. 会社の体制および方針「内部統制システムの構築に関する基本方針」
当社は2015年４月17日の取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基

本方針」について改定を行い、下記のとおり決議いたしました。
主な改定内容は、「関係会社管理規程」、「公益通報者保護規程」などグループとし

ての体制を強化した項目を追加いたしました。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制

① 業務運営の基本方針
当社では、以下の経営理念を経営の拠り所とする。
（経営理念）
我が社は、食品加工機器・厨房機器の総合販売会社として、新しい見識と技
術をお客様に提供し、共存共栄の理想を実現し、会社の安定と社員の幸福を
増進し、社会の繁栄に貢献することを経営の理念とする。

② 役員・使用人が、法令・定款違反行為を行いまたは行われようとしているこ
とに気付いたときは、速やかに代表取締役を含めた担当役員、または上司に
通報（匿名も可）しなければならないと定める。会社は通報内容を秘守し、
通報者に対して不利益な扱いを行わない。

③ 内部監査部門である監査室が、各部署における業務執行が法令・定款に適合
しているか否かの監査を実施する。
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(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 株主総会議事録、取締役会議事録、販売戦略会議の議事録は、法令および取

締役会規程等に従い作成し、適切に保存・管理するものとし、取締役および
監査役は、当該規程に従い、常時閲覧できるものとする。

② 稟議書、契約書、会計帳簿、その他、行政機関ならびに証券取引所に提出し
た書類、経営および業務執行に関わる重要な情報、決定事項、社内通達など
は、法令および取締役会規程、文書取扱規程により適切に作成、保存・管理
し、取締役および監査役は、当該規程に従い、閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損失の発生を回避するため、業務執行にあたっては、取締役会規程、稟議規

程および職務権限規程に定める決裁手続きにより、承認決裁を得た上で、こ
れを行うものとする。

② 損失の発生を回避するため、業務執行にあたっては、販売管理規程に定める
与信管理・リスク管理を実施し関係部署とも協議の上、これを行うものとす
る。

③ 監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある
業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容および損失の程
度等について直ちに担当役員および担当部署に通報される体制を構築する。

(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 定例の取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業

務執行状況の監督等を行う。
② 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させる為、取締役および関係者

が出席する販売戦略会議を毎月１回以上開催し、業務執行に関する基本事項
および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

③ 販売、管理他提案等に関する情報交換および取締役会への上申事項を判断・
協議する為、毎月１回以上取締役を含む部長会を開催する。尚、部長会の協
議事項としては、次長会および課長会より部長会に上申された検討事項を含
む。

(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社は業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告するものとし、子

会社において経営上重要な事項を決定する場合は、関係会社管理規程に基づ
き、合議のうえ関係書類の提出を求め、検討・協議を行う。

② 子会社の事業運営やリスク管理体制などについては、担当役員が総合的に助
言・指導を行う。

③ 監査室は、当社および子会社のリスク情報の有無を監査する。
④ 当社および子会社に損失の危険が発生し、監査室がこれを把握した場合には、

直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度および当社と子会
社に対する影響等について、当社の取締役会および担当部署に報告される体
制を構築する。

⑤ 当社と子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、
監査室は、子会社の各部署と十分な情報交換を行う。

⑥ 関係会社管理規程に基づき、関係会社に関する業務の円滑化および管理の適
正化を図り、円滑なグループ活動と技術、生産、営業、販売等の諸問題につ
き協調を促進するため、必要のある場合には関係会社会議を開催し、意思の
疎通を図る。
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⑦ 公益通報者保護規程において、子会社の取締役等の行為も通報対象となるこ
とや子会社も通報制度を利用できる通報者等に含まれている旨が規定されて
おり、これを周知することにより、グループにおける法令順守・コンプライ
アンス経営を強化する。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独
立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査室は、必要に応じて監査役の職務を補助する。
② 前項の具体的な内容については監査役の意見を聴取し、担当取締役その他の

関係各方面の意見も十分に考慮し必要に応じて監査役の職務を補助すべき使
用人を選定する。

③ 前項に基づいて選定された使用人は、監査役から受けた指示に関して、取締
役、監査室長等の指揮命令を受けない。

④ 監査役の職務を補助すべき使用人には、監査役の指示による調査の権限を認
め、その者の人事に関する事項の決定には監査役会の同意を得る。

(7) 当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告するための体制、そ
の他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不当な取扱い
を受けないことを確保するための体制

① 当社および子会社の取締役および使用人は会社に対し、著しい損害をおよぼ
す恐れのある事実を発見した時は法令に従い直ちに監査役に報告する。

② 当社および子会社の取締役および使用人は、各監査役の要請に応じて必要な
報告および情報提供を行うこととする。

③ 監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握
するため、主要な会議に出席するとともに稟議書その他業務執行に関する重
要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める業
務が適正に執行されていることを監査する。

④ 公益通報者保護規程に基づき、総務部は内部通報窓口への通報の状況を監査
役に報告する。

⑤ 当社は、公益通報者保護規程に、通報者等が通報等をしたことおよび監査役
に報告した者が同報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも
被ることがないよう、必要な措置を講ずるとともに、通報者等の職場環境の
保全に努める旨を規定している。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役の職務を補助する部署の設置に関する件、取締役および使用人が監査

役に報告をするための体制を含め、当社の監査体制と内部統制システムとの
調整を図り、監査体制の実効性を高める。

② 取締役および使用人は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊
重しなければならない。

③ 監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うことを目的とし、必
要に応じて法律・会計の専門家その他の外部アドバイザーを会社の費用で活
用することができる。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
① 健全な会社経営のため、反社会的勢力との関係を遮断する。
② 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては警察等の外部

専門機関との連携体制を構築し、毅然とした態度を貫く。
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6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた「内部統制システムの構築に関する基本方針」を整備して

おります。運用状況は以下のとおりであります。
① 主な会議の開催状況として、取締役会は14回開催され、重要事項の決定なら

びに業務執行状況の監督等が適正に行われ、当社と利害関係を有しない社外
取締役が全てに出席いたしました。その他、監査役会は14回、販売戦略会議
は12回、部長会は12回開催いたしました。

② 監査役は、監査役会の監査方針に則り監査役会において定めた監査計画に基
づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長および他の取締役との間での
意見交換、会計監査人との意見交換および監査室との意見交換により、情報
共有等の連携を図っております。

③ 内部監査部門である監査室は、内部監査基本計画に基づき、各部署および子
会社における業務執行が法令・定款に適合しているか否かの監査を実施いた
しました。

7. 株式会社の支配に関する基本方針

1. 会社の支配に関する基本方針
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の

賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同
の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。特定の
者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式
を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。

しかしながら、大規模な株式の買付けの中には、その目的等から見て企業価値・
株主共同の利益を著しく毀損するもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれ
のあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模な株式の買付けの内容について検
討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提
供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすため
に買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資
さないものも少なくありません。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営理念、
企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に
理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなけ
ればならないと考えております。従いまして、企業価値・株主共同の利益を毀損す
るおそれのある大規模買付者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者
として不適切であると考えており、これをもって会社の財務および事業の方針の決
定を支配する者の在り方に関する基本方針としております。

2. 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
当社を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少等の構造的変化の進展、ライ

フスタイルの変化による食生活の一層の多様化、また、先行きが不透明な経済環境
などめまぐるしいものがあります。このような経営環境下において、当社では企業
価値向上の取り組みとして、外食産業を中心とする業界動向に関する情報収集の強
化を図ることにより常に変化していく顧客のニーズに的確に対応し、24時間365日サ
ービス体制といったアフターサービスの更なる向上に取り組むことで、取引先から
の信頼を更に強固なものにしていく所存でおります。当社グループは業務用厨房機
器発展の一翼を担う企業としての自負を基本に、高付加価値商品の販売・自社商品
の販売促進等商品差別化の推進を行ってまいります。また、自社商品を使用して頂
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くことによる効率的で安全性の高い作業環境の提案およびお客様のニーズを最優先
に考えた提案セールス・戦略的営業の推進を図り、市場ニーズの多様化にも柔軟に
対応できる積極的な事業展開を行っていく所存であります。今後の課題としては、
更なる単品販売の強化を図っていくなかで、当社独自の魅力があり、競争力のある
商品を重点的に拡販するとともに、ホテル・病院・福祉施設・加工場等の大型施設
への積極的な営業活動、24時間365日サービス体制の一層の充実を目指してまいりま
す。また、当社ではPotential Customer（潜在的な力を持ったお客様）、Previous
Customer（以前のお客様）への営業をPC営業と称した既存顧客の掘り起こし・独自
の顧客リストを用いた戦略的な営業活動を行い、自社主力商品の単品販売も軸にお
客様が求めているニーズに合った営業基盤を強化しております。さらに、当社では
「物を売るのは人である」の観点に立ち、人材教育についても積極的に行っておりま
す。埼玉県日高市に所有する150名収容の会議室、40名収容の宿泊設備、150平方メ
ートルのテストキッチン等を備えた研修施設において、社員研修を行っております。
研修施設においては、社員研修だけでなくお客様へのセミナーの場としてフルに活
用し、受注に結びつくなどの効果も得ております。不動産賃貸事業においては、優
良な入居者を確保することにより、安定的な収益の確保に努めてまいります。当社
はこれらの施策により、安定した業績の確保と健全な財務体質を構築し、当社の企
業価値および株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。

3. 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および
事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

当社は、企業価値・株主共同の利益の保護および株主の皆様に大規模な買付けに
応じるか否かを適切に判断して頂く時間を確保することを目的として、大規模な買
付けに関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、特定株主
グループの議決権割合を20％以上とする当社株式等の買付行為、又は結果として特
定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為（いずれにつ
いても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、以下、当該買付行為を「大
規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）
がなされる場合を適用対象とします。当社取締役会が設定する大規模買付ルールに
おいては、①大規模買付者が事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提
供し、②それに基づき当社取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行
うための期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというもので、その概要
は以下のとおりです。
(1) 意向表明書の当社への事前提出

大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、大規模買
付ルールに従う旨の誓約および意向表明書をご提出いただきます。
(2) 大規模買付者からの情報の提供

当社取締役会は、上記(1)の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者か
ら当社取締役会に対して当初提供いただくべき、株主の皆様の判断および取締役
会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいま
す。）のリストを当該大規模買付者に交付します。当初提供していただいた情報を
精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大
規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。
(3) 取締役会による評価期間

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取
締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金 (円貨）のみ
とする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）又は90日間 (その他の大規模
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買付行為の場合）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立
案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）とします。従って、大
規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 当
社取締役会は、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの
勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公
表します。
(4) 独立委員会の設置

本プランにおいて、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大
規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値・
株主共同の利益を著しく損なうか否かおよび対抗措置をとるか否か等の検討およ
び判断については、その客観性、公正さおよび合理性を担保するため、当社は、
当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置しております。当社取締
役会は上記の判断を行うにあたりかかる独立委員会に必ず諮問することとし、独
立委員会は諮問を受けた事項について当社取締役会に対して勧告することとしま
す。
(5) 大規模買付行為がなされた場合の対応
① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮
に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対
意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留
め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買
付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および
当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断
いただくことになります。

但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付
行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値・株主共同の利
益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合には、当社取締役会は企業価
値および株主共同の利益の確保・向上を目的として、例外的に新株予約権の無
償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を取ること
があります。
② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法
の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守
ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および
当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かおよび対抗措置の発動の適
否は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、外部専門家等の意見も参考にして当
社取締役会が決定します。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その
時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。

4. 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の
利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が2005年５月27日に発表した「企業価

値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める
三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の
原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。また、本プランは、経済産業
省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に発表した「近時の諸環境の変
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化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議論も踏まえたものです。
(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもっていること

本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべ
きか否かを当社株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示する
ために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこ
と等を可能にするものであり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上
させるという目的をもったものです。
(3) 合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大
規模買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす
買付である場合や株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買付である場
合など、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措
置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防
止するために独立委員会の勧告を経るなどの仕組みを確保しているものといえま
す。
(4) 当社取締役の任期は１年であること

当社は、2010年６月29日開催の定時株主総会において、当社取締役の任期を従
来の２年から１年に短縮いたしました。従って、本プランの有効期間中であって
も、毎年の当社取締役の選任を通じても、本プランについて、株主の皆様のご意
向を反映させることが可能となっております。
(5) 株主意思を重視するものであること

当社は、2022年６月29日開催の定時株主総会における、株主の皆様のご承認に
基づき、本プランを更新いたしました。

本プランは、有効期間を2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとするいわゆるサンセット条項が付されております。また、本プランの有効期
間の前であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた
場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プラ
ンを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるこ
とになり、その意味で、本プランの消長および内容は、当社株主の合理的意思に
依拠したものとなっております。
(6) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により
廃止することができるものであり、当社株式を大量に買付けた者が、当社株主総
会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃
止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締
役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）で
はありません。 また、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本プラ
ンは、スローハンド型買収防衛策 (取締役の構成員の交替を一度に行うことがで
きないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2023年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 8,767,175 流 動 負 債 6,833,872

現 金 及 び 預 金 4,080,512 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,841,012

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 2,852,135 短 期 借 入 金 2,119,000

商 品 1,563,641 未 払 法 人 税 等 188,884

製 品 4,627 賞 与 引 当 金 110,924

仕 掛 品 68,013 そ の 他 574,051

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 24,733 固 定 負 債 1,051,608

そ の 他 195,512 退 職 給 付 に 係 る 負 債 972,576

貸 倒 引 当 金 △22,000 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 33,138

固 定 資 産 8,478,676 長 期 未 払 金 28,000

有 形 固 定 資 産 5,490,450 そ の 他 17,894

建 物 及 び 構 築 物 2,379,973 負 債 合 計 7,885,481

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 109,437 純 資 産 の 部

土 地 2,863,507 株 主 資 本 8,593,889

建 設 仮 勘 定 19,160 資 本 金 3,235,546

そ の 他 118,372 資 本 剰 余 金 2,965,130

無 形 固 定 資 産 416,723 利 益 剰 余 金 3,335,695

ソ フ ト ウ エ ア 29,102 自 己 株 式 △942,482

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 273,594 その他の包括利益累計額 766,480

そ の 他 114,026 その他有価証券評価差額金 766,586

投資その他の資産 2,571,502 退職給付に係る調整累計額 △105

投 資 有 価 証 券 2,199,742

破 産 更 生 債 権 等 170,170

長 期 貸 付 金 6,800

繰 延 税 金 資 産 116,027

そ の 他 241,582

貸 倒 引 当 金 △162,820 純 資 産 合 計 9,360,370

資 産 合 計 17,245,852 負 債 純 資 産 合 計 17,245,852
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連 結 損 益 計 算 書

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 16,222,015

売 上 原 価 11,866,628

売 上 総 利 益 4,355,387

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,655,733

営 業 利 益 699,653

営 業 外 収 益

受 取 利 息 40

受 取 配 当 金 48,569

受 取 家 賃 8,094

為 替 差 益 6,781

そ の 他 12,234 75,720

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11,128 11,128

経 常 利 益 764,246

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 38 38

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 764,207

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 257,411

法 人 税 等 調 整 額 51,316 308,728

当 期 純 利 益 455,479

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 455,479
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連結株主資本等変動計算書

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,235,546 2,965,130 2,973,166 △942,458 8,231,385

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △92,950 △92,950

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

455,479 455,479

自 己 株 式 の 取 得 △24 △24

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額（純 額)

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

- - 362,528 △24 362,504

当 期 末 残 高 3,235,546 2,965,130 3,335,695 △942,482 8,593,889

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計

その他有価証券評価差額金 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 673,289 △421 672,868 8,904,254

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △92,950

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

455,479

自 己 株 式 の 取 得 △24

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額（純 額)

93,296 315 93,612 93,612

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

93,296 315 93,612 456,116

当 期 末 残 高 766,586 △105 766,480 9,360,370
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連 結 注 記 表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称

① 連結子会社の数 ３社

② 連結子会社の名称 株式会社北沢キープサービス

エース工業株式会社

サンベイク株式会社

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定

しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法を採用しております。

③ 棚卸資産

商品

個別法による原価法

製品及び仕掛品

売価還元法による原価法

原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法

棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10～50年

機械装置及び運搬具 ４～６年

なお、取得価額が100千円以上200千円未満の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方法を採用しております。

② 無形固定資産 定額法

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

特許権 ８年

③ 長期前払費用 定額法
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒による損失に備えるため、当社は一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

また、連結子会社は、一般債権については貸倒実績率または税法上の規

定に基づく法定繰入率により、回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金 当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程（内

規）に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで

の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま

す。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（１年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、それぞれ発生の翌連結会計年度に費用処理するこ

ととしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い

た簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

業務用厨房関連事業は業務用厨房機器の商品及び製品の販売、据付工事

を行っており、顧客との間に締結した販売契約に基づき、引渡時点にお

いて顧客が当該財に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたものと

判断していることから、顧客の指定先に商品及び製品を引き渡した時点

又は据付工事の完了した時点で収益を認識しております。

(6) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により、円貨に換算

し、為替差額は損益として処理しております。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）

繰延税金資産の回収の可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

116,027千円

（2）当連結会計年度の連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

将来減算一時差異に対して、将来の将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニ

ング等により、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出用いた主要な仮定

課税所得の見積りは事業計画に基づいております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

当該課税所得が生じる可能性の判断においては、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を

合理的に見積り、金額を算定しております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動

などによって影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期及び金額が見積りと

異なった場合、当事業年度の連結計算書類に計上した繰延税金資産の取崩しが発生する可能

性があります。

減損損失

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

─ 千円

(2) 当連結会計年度の連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

当社は、業務用厨房関連事業については会計管理上の区分を基礎として各地域ブロックごと

に、不動産賃貸事業用資産及び遊休資産については、個別の物件ごとにグルーピングを行っ

ております。

② 主要な仮定

将来キャッシュ・フローの見積りは、不動産鑑定評価又は当社の事業計画に基づいており、

事業計画には、顧客に対する売上見込み、売上総利益、販売費及び一般管理費見込み等を主

要な仮定として用いております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

主要な仮定の一つである主要顧客に対する売上見込みについては、同業他社との競争状況を

踏まえた不確実性を伴うものであり、対象となる資産グループの収益性が低下し、減損の兆

候があると判断した場合で、かつ、当該資産グループから得られる割引将来キャッシュ・フ

ローの総額がその帳簿価額を下回った場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に与える影

響があります。

（連結貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,432,113千円

2. 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額 3,300,000千円

借入実行残高 2,100,000千円

差引額 1,200,000千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 連結会計年度末日における発行済株式の数

普通株式 23,818,257株

2. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2022年６月 29日
定 時 株 主 総 会

普通株式 92,950千円 ５円 2022年３月 31日 2022年６月 30日

3. 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2023年６月 29日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 92,949千円 ５円 2023年３月31日 2023年６月30日

（金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループでは、資金運用については短期的な預金を基本とし、一時的な余資が生じた場合は

安全性の高い金融資産で運用しております。また、運転資金は銀行借入にて調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残

高の管理を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回

収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券は満期保有目的の債券及び株式であり、

上場株式については四半期ごとに時価の把握をしております。デリバティブについては、為替変動

リスクを回避する目的で為替予約取引を利用しており、投機目的のデリバティブ取引は行っており

ません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりであります。
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券

満期保有目的の債券 100,000 100,391 391

その他有価証券 2,098,231 2,098,231 -

資産計 2,198,231 2,198,622 391

長期未払金 28,000 27,642 △357

負債計 28,000 27,642 △357

デリバティブ取引(注3) 305 305 -

（注）1．現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等、これ
らは、現金であること、及び主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することか
ら、記載を省略しております。

2. 市場価格のない株式等
(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 1,511

これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。

（注）3．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

― 25 ―

2023年05月26日 14時18分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算

定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式

デリバティブ取引
通貨

2,098,231

-

-

305

-

-

2,098,231

305

資産計 2,098,231 305 - 2,098,537

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
社債 - 100,391 - 100,391

資産計 - 100,391 - 100,391

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明並びに有価証券に関する事項

有価証券及び投資有価証券

活発な市場における相場価格を使用できるものは、レベル1の時価に分類しております。なお、

満期保有目的の債券については、元利金の合計額を当該債券の残存期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に、割引現在価値法により時価を算定していることから、レベル2の時価に分類して

おります。

デリバティブ取引

為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定

しており、レベル2の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記)

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや

賃貸マンション(土地含む。)を所有しております。2023年3月期における当該賃貸等不動産に関す

る賃貸利益は211,336千円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価

2,355,735 4,523,552

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金
額であります。

2. 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額 (指標
等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

（収益認識に関する注記)

1. 収益の分解

当社グループは業務用厨房関連事業及び不動産賃貸事業を営んでおり、各事業の売上高は業務用

厨房関連事業が15,884,952千円及び不動産賃貸事業が337,063千円であります。このうち、顧客と

の契約から認識した収益は、業務用厨房関連事業の売り上げであります。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

４．会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおりとなっております。

（１株当たり情報に関する注記)

1. １株当たり純資産額 503円52銭

2. １株当たり当期純利益 24円50銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(2023年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 8,446,801 流 動 負 債 6,857,974

現 金 及 び 預 金 3,865,292 支 払 手 形 2,505,945

受 取 手 形 374,293 買 掛 金 1,454,179

売 掛 金 2,472,145 短 期 借 入 金 2,100,000

商 品 1,508,732 未 払 金 111,980

短 期 貸 付 金 1,200 未 払 費 用 24,016

前 払 金 42,574 未 払 法 人 税 等 177,964

前 払 費 用 44,711 未 払 消 費 税 等 79,638

そ の 他 159,851 前 受 金 236,029

貸 倒 引 当 金 △22,000 預 り 金 70,066

固 定 資 産 8,556,088 前 受 収 益 11,154

有 形 固 定 資 産 5,423,016 賞 与 引 当 金 87,000

建 物 2,317,950 固 定 負 債 987,801

構 築 物 59,068 退 職 給 付 引 当 金 924,007

機 械 装 置 9,314 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 15,500

車 両 運 搬 具 38,423 長 期 預 り 保 証 金 20,281

工 具 器 具 備 品 115,592 長 期 未 払 金 28,000

土 地 2,863,507 長 期 前 受 収 益 13

建 設 仮 勘 定 19,160

無 形 固 定 資 産 412,112 負 債 合 計 7,845,775

特 許 権 61,668 純 資 産 の 部

借 地 権 31,555 株 主 資 本 8,390,527

電 話 加 入 権 19,233 資 本 金 3,235,546

ソ フ ト ウ エ ア 25,995 資 本 剰 余 金 2,965,130

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 273,594 資 本 準 備 金 2,964,867

そ の 他 65 そ の 他 資 本 剰 余 金 263

投資その他の資産 2,720,960 利 益 剰 余 金 3,132,332

投 資 有 価 証 券 2,199,742 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,132,332

関 係 会 社 株 式 173,001 土 地 圧 縮 積 立 金 54,931

破 産 更 生 債 権 等 170,170 建 物 圧 縮 積 立 金 3,775

長 期 前 払 費 用 15,322 構 築 物 圧 縮 積 立 金 81

会 員 権 10,823 繰 越 利 益 剰 余 金 3,073,543

長 期 貸 付 金 6,800 自 己 株 式 △942,482

繰 延 税 金 資 産 110,600 評価・換算差額等 766,586

リ ー ス 投 資 資 産 20,293 その他有価証券評価差額金 766,586

そ の 他 177,024

貸 倒 引 当 金 △162,820 純 資 産 合 計 9,157,114

資 産 合 計 17,002,889 負 債 純 資 産 合 計 17,002,889
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損 益 計 算 書

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 16,235,739

売 上 原 価 12,062,201

売 上 総 利 益 4,173,538

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,485,172

営 業 利 益 688,365

営 業 外 収 益

受 取 利 息 38

受 取 配 当 金 42,820

受 取 家 賃 8,094

受 取 手 数 料 742

受 取 賃 貸 料 6,801

為 替 差 益 6,781

そ の 他 6,002 71,281

営 業 外 費 用

支 払 利 息 10,771 10,771

経 常 利 益 748,875

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 38 38

税 引 前 当 期 純 利 益 748,836

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 245,100

法 人 税 等 調 整 額 48,959 294,059

当 期 純 利 益 454,776
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株主資本等変動計算書

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金

利益剰余金
合 計

当 期 首 残 高 3,235,546 2,964,867 263 2,965,130 2,770,506 2,770,506

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △92,950 △92,950

当 期 純 利 益 454,776 454,776

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額)

事業年度中の変動額合計 - - - - 361,826 361,826

当 期 末 残 高 3,235,546 2,964,867 263 2,965,130 3,132,332 3,132,332

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

当 期 首 残 高 △942,458 8,028,725 673,289 8,702,015

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △92,950 △92,950

当 期 純 利 益 454,776 454,776

自 己 株 式 の 取 得 △24 △24 △24

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額)

93,296 93,296

事業年度中の変動額合計 △24 361,801 93,296 455,098

当 期 末 残 高 △942,482 8,390,527 766,586 9,157,114
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(注) その他利益剰余金の内訳
(単位：千円)

固定資産圧縮積立金 繰越利益剰余金 合計

当 期 首 残 高 58,732 2,711,773 2,770,506

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △92,950 △92,950

当 期 純 利 益 454,776 454,776

固定資産圧縮積立金の積立 56 △56 -

事業年度中の変動額合計 56 361,769 361,826

当 期 末 残 高 58,789 3,073,543 3,132,332
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法

会社株式

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株

式等以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）

市場価格のない株式等 主として移動平均法による原価法

(2)デリバティブ 時価法を採用しております。

(3)棚卸資産

商 品 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によってお

ります。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～50年

車両運搬具 ４～６年

なお、取得価額が100千円以上200千円未満の少額減価償却資産について

は、３年で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産 定額法

ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

特許権 ８年

(3) 長期前払費用 定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の

負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの

期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(１年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、それぞれ発生の翌事業年度に費用処理すること

としております。

(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に

基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
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4. 収益及び費用の会計基準

業務用厨房関連事業は業務用厨房機器の商品及び製品の販売、据付工事を行っており、顧客と

の間に締結した販売契約に基づき、引渡時点において顧客が当該財に対する支配を獲得し、履行

義務が充足されたものと判断していることから、顧客の指定先に商品及び製品を引き渡した時点

又は据付工事の完了した時点で収益を認識しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

繰延税金資産の回収の可能性

（1）当会計年度の計算書類に計上した金額

110,600千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

減損損失

(1) 当会計年度の計算書類に計上した金額

─ 千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,208,498千円

2. 関係会社に対する短期金銭債権 62,629千円

〃 短期金銭債務 197,845千円

〃 長期金銭債務 2,400千円

3. 当社におきましては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額 3,300,000千円

借入実行残高 2,100,000千円

差引額 1,200,000千円

4. 株式会社北沢キープサービスの金融機関からの借入金19,000千円に対し、保証予約を行っており

ます。

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高

売上高 117,343千円

仕入高 1,511,907千円

営業取引以外の取引高

受取賃貸料等 6,803千円

支払手数料 7,540千円

2. 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額 54,062千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 5,228,265株
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(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産

賞与引当金 26,639千円

未払事業税 18,463千円

貸倒引当金 56,592千円

退職給付引当金 283,442千円

役員退職慰労引当金 4,746千円

商品評価損 42,048千円

投資有価証券評価損 86,350千円

有形固定資産減損損失 153,153千円

会員権評価損 29,641千円

その他有価証券評価差額金 28,885千円

その他 9,183千円

繰延税金資産小計 739,146千円

評価性引当額 △266,601千円

繰延税金資産合計 472,544千円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △25,922千円

その他有価証券評価差額金 △336,021千円

繰延税金負債合計 △361,943千円

繰延税金資産の純額 110,600千円

(関連当事者取引に関する注記)

属性 会社名
議決権等の
所有割合

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社 ㈱北沢キープサービス 100％

売上高 100,084 売掛金 8,273

仕入高 527,817 未収金 54,085

受取賃貸料 6,801 買掛金 56,007

支払手数料 7,540

保証予約 19,000

子会社 エース工業㈱ 100％

売上高 16,845 売掛金 243

仕入高 728,091 未収金 27
営業取引以外の

取引高
1 買掛金 99,077

前受金 700

長期預り保証金 2,400

子会社 サンベイク㈱ 100％
売上高 413 買掛金 30,866

仕入高 255,997 支払手形 11,193

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して価格交渉の上で決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（収益認識に関する注記)

収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(１株当たり情報に関する注記)
1. １株当たり純資産額 492円58銭

2. １株当たり当期純利益 24円46銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2023年５月22日

北 沢 産 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御中
永和監査法人

東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 荒 川 栄 一

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 清 水 巧

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、北沢産業株式会社の2022年４月１日から

2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、北沢産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期

間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤

りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す

る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理

的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監

査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し

て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重

要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監

査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及

び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価

する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か

つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関

して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2023年５月22日

北 沢 産 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御中
永和監査法人

東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 荒 川 栄 一

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 清 水 巧

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、北沢産業株式会社の2022年４月1日

から2023年３月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について

監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第76期事業年度の取締役の職務の執行

に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと

おり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所

において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締

役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必

要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締

役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組

みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加

えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年

10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求

めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類

（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。
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2. 監査の結果

(1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事

項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法

施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共

同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

ないと認めます。

(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3）連結計算書類の監査結果

会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月22日

北 沢 産 業 株 式 会 社 監査役会

常勤監査役 相 原 貫 二 ㊞

監 査 役 藤 森 一 喜 ㊞

監 査 役 井 上 晴 孝 ㊞

監 査 役 納 谷 全一郎 ㊞

(注) 監査役藤森一喜、井上晴孝、納谷全一郎は、会社法第２条第16号および第335条第３項に

定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項
当期の期末配当は、安定配当を基調としつつ、今後の事業展開、経営体質
の充実強化に努める一方で、株主の皆様への日頃のご支援にお応えすべく、
以下のとおりといたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類 金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金５円 総額92,949,960円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2023年６月30日

第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選
任決議の有効期間を定めるものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

(選任方法）

第 32 条 監査役は、株主総会の決議によっ

て選任する。

2.監査役選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席

し、出席した当該株主の議決権の

過半数をもって行なう。

＜新設＞

(選任方法）

第 32 条 監査役は、株主総会の決議によっ

て選任する。

2.監査役選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、

出席した当該株主の議決権の過半

数をもって行なう。

3.補欠監査役の選任に係る決議が効力

を有する期間は、当該決議後４年

以内に終了する事業年度のうち、

最終のものに関する定時株主総会

の開始の時までとする。
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第３号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つ

きましては、経営陣の充実強化を図るため１名増員し、取締役９名の選任を
お願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１
北
きた

川
がわ

正
まさ

樹
き

(1958年１月３日)

1981年４月 当社入社

46,671株

2005年４月 同 購買部長

2007年４月 同 九州ブロック長

2008年10月 同 購買部長兼海外部長

2011年６月 同 執行役員購買部長兼海外部長

2014年６月 同 取締役東日本営業本部長

2016年４月 同 取締役購買部長

2019年４月 同 代表取締役社長(現任)

（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
入社以来、購買部門、輸入商品を取り扱う海外部門、

販売部門の幅広い業務に従事し、ブロックを統括する役
職の経験も有しております。その経験に基づき、現在は
当社の代表取締役社長として、当社グループの経営を牽
引し、経営における重要事項の決定など企業価値向上を
図るために適切な役割を果たしており、今後においても
貢献が見込まれることから引き続き取締役候補者とした
ものであります。

２
石
いし

塚
づか

洋
ひろし

(1954年３月１日)

1977年４月 ㈱北陸銀行 入行

58,791株

2005年７月 当社(出向受入)、管理本部経理部長

2006年６月 同 入社、取締役管理本部経理部長

2009年12月 同 取締役管理本部長

2022年６月 同 常務取締役管理本部長(現任)

（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
前職の銀行での豊富な経験を有し、入社以来、経理部

門他、管理部門の業務に従事しております。その経験に
基づき現在は当社の常務取締役として、当社グループの
経営を牽引し、経営における重要事項の決定など企業価
値向上を図るために適切な役割を果たしており、今後に
おいても貢献が見込まれることから引き続き取締役候補
者としたものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

３
小
こ

山
やま

栄
えい

樹
き

(1957年１月２日)

1979年４月 当社入社

47,819株

1995年９月 同 札幌支店長

1996年７月 同 北海道ブロック長

2004年４月 同 執行役員 北海道ブロック長

2011年４月 同 執行役員 営業戦略本部長兼コーヒーマシ
ン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長

2011年６月 同 取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販
売促進部長兼キッチンコンサルタント室長

2013年４月 同 取締役営業戦略本部長兼キッチンコン
サルタント室長

2019年４月 同 取締役購買部長

2019年６月 同 取締役購買部長兼海外部長

2021年４月 同 取締役自動機器担当(現任)

2021年４月 エース工業㈱ 代表取締役社長(現任)

（重要な兼職の状況）
エース工業株式会社代表取締役社長
【取締役候補者とした理由】

入社以来、販売部門の業務に従事し、ブロックを統括
する役職の経験、営業を統括する部署およびキッチンコ
ンサルタントを行う部署、購買部門、海外部門と幅広く
業務に従事しておりました。その経験に基づき、現在は
当社の取締役として、当社グループの経営を牽引し、経
営における重要事項の決定など企業価値向上を図るため
に適切な役割を果たしており、今後においても貢献が見
込まれることから引き続き取締役候補者としたものであ
ります。

４
神
かん

田
だ

浩
ひろ

徳
のり

(1960年４月11日)

1985年４月 当社入社

37,031株

2001年７月 同 営業本部第三営業部長

2007年10月 同 松本支店長

2010年４月 同 大阪支店長兼神戸出張所長

2014年６月 同 取締役西日本営業本部長

2016年４月 同 取締役東北・関東ブロック担当

2019年４月 同 取締役営業戦略本部長兼キッチンコン
サルタント室長

2021年４月 同 取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサル
タント室長兼関東ブロック担当

2023年４月 同 取締役営業戦略本部長 兼キッチンコンサ
ルタント室長 兼近畿・中国・四国ブロック担
当(現任)

（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
入社以来、販売部門に従事し、本社での部長職、ブロ

ックを統括する役職等での幅広い営業活動の経験を有
し、営業を統括する部署およびキッチンコンサルタント
を行う部署の業務に従事しております。現在は当社の取
締役として、当社グループの経営を牽引し、経営におけ
る重要事項の決定など企業価値向上を図るために適切な
役割を果たしており、今後においても貢献が見込まれる
ことから引き続き取締役候補者としたものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

５
甲
こう

田
だ

欣 豊
よし のり

(1963年８月20日)

1987年４月 当社入社

13,275株

2003年４月 同 水戸支店長

2007年10月 同 第三営業部長

2015年４月 同 第一営業部長

2019年１月 同 執行役員 第一営業部長兼第二営業部長

2020年４月 同 執行役員 本社営業統括部長

2021年８月 同 執行役員 本社営業統括部長兼自動機器
販促グループ部長

2022年６月 同 取締役本社営業本部長(現任)

（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
入社以来、販売部門に従事し、支店・営業所での所属

長職や本社での部長職、本社営業部門を統括するなどの
幅広い営業活動の経験を有しております。その経験に基
づき、現在は当社の取締役として当社グループの経営を
牽引し、経営における重要事項の決定など企業価値向上
を図るために適切な役割を果たしており、今後において
も貢献が見込まれることから引き続き取締役候補者とし
たものであります。

６
長 谷
は せ

川
がわ

英 樹
ひで き

(1969年２月11日)

1989年４月 当社入社

13,445株

2005年４月 同 管理本部総務部次長

2016年４月 同 管理本部総務部長

2022年６月 同 取締役管理本部総務部長(現任)

（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
入社以来、購買部門、システム部門、業務部門など総

務部含めた幅広い管理部門の知識や経験を有しているこ
とから総務部の部長に従事しております。その経験に基
づき、現在は当社の取締役として当社グループの経営を
牽引し、経営における重要事項の決定など企業価値向上
を図るために適切な役割を果たし、今後においても貢献
が見込まれることから引き続き取締役候補者としたもの
であります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

７
青
あお

木
き

茂
しげ

男
お

(1942年３月３日)

1965年４月 日本生命保険相互会社入社

9,645株

1969年６月 公認会計士登録

1985年４月 国際商科大学(現 東京国際大学)商学部教授

2000年12月 同大学 副学長

2005年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション
研究科教授

2010年７月 財団法人(現 公益財団法人)金子国際文化
交流財団理事長(現任)

2011年４月 茨城キリスト教大学経営学部長

2014年７月 一般財団法人会計教育研修機構監事(現任)

2015年７月 茨城キリスト教大学名誉教授（現任）

2016年４月 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究
科客員教授(現任)

2016年６月 当社取締役(現任)

（重要な兼職の状況）
公認会計士
公益財団法人金子国際文化交流財団理事長
一般財団法人会計教育研修機構監事
茨城キリスト教大学名誉教授
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授
【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

過去に社外役員になる以外の方法で経営に関与した経
験はありませんが、大学教授、財団法人の理事長および
監事としての豊富な経験と公認会計士としての財務およ
び会計に関する幅広い知見を有しており、経営の意思決
定への妥当性・適正性を確保するための助言など、取締
役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての適切な
役割を担っていただけることが期待されるため、引き続
き社外取締役候補者としたものであります。

８
山
やま

田
だ

正
まさ

人
と

(1956年３月25日)

1978年４月 ㈱北陸銀行入行

2,693株

2009年１月 同 経営管理部上席推進役(出向松井建設㈱）

2009年７月 松井建設㈱ 執行役員営業本部営業部長

2010年２月 同 執行役員経営企画部長

2010年６月 同 取締役執行役員

2012年４月 同 取締役管理本部副本部長

2014年４月 同 取締役経営企画部・CSR推進室・情報シ
ステム部・法務室担当

2016年４月 同 取締役経営企画部・情報システム部担当

2018年４月 同 取締役常務執行役員経営本部長

2020年４月 同 取締役常務執行役員経営本部担当

2020年６月 当社取締役(現任)

2021年６月 ㈱東京富山会館 代表取締役社長(現任)

（重要な兼職の状況）
㈱東京富山会館 代表取締役社長
【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

金融機関に勤められた経験や上場会社の取締役におけ
る豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、経営の意思決
定への妥当性・適正性を確保するための助言など、取締
役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての適切な
役割を担っていただけることが期待されるため、引き続
き社外取締役候補者としたものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

９

※

髙
たか

木
ぎ

い づ み
(戸籍上の氏名：

神門いづみ)

(1975年３月29日)

1996年11月 司法試験合格

0株

1999年４月 第一東京弁護士会に弁護士登録

2004年６月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所

2007年６月 ㈱プレステージ・インターナショナル社外

監査役(現任)

2017年２月 公認不正検査士（CFE）登録

2019年６月 個人情報保護監査人認定取得

2019年11月 金融内部監査士登録

2021年６月 公益財団法人日本ラグビーフットボール協

会理事(現任)

2022年３月 ㈱スピークバディ社外監査役(現任)

（重要な兼職の状況）
堀総合法律事務所 パートナー弁護士
㈱プレステージ・インターナショナル社外監査役
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会理事
㈱スピークバディ社外監査役
【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

弁護士として法令についての専門的な知識および公認
不正検査士、金融内部監査士などコンプライアンスに対
する知識や監査役としての経験があり、経営の意思決定
への妥当性・適正性を確保するための助言など、取締役
会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての適切な役
割を担っていただけることが期待されるため、新たに社
外取締役候補者としたものであります。なお同氏は過去
に社外役員となること以外の方法で経営に関与した経験
はありませんが、上記の理由により社外取締役としてそ
の職務を適切に遂行できるものと判断しております。

(注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. ※は、新任の取締役候補者であります。
3. 当社は、保険会社との間で取締役全員および監査役全員を被保険者とする役員等賠償責

任保険契約を締結しており、被保険者である取締役および監査役がその職務の執行に関
し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのあ
る損害について填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契
約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

4. 社外取締役候補者の独立性について
青木茂男氏、山田正人氏、髙木いづみ氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定め
る社外取締役候補者であります。
なお、青木茂男氏の当社社外取締役の就任期間は本総会終結の時をもって７年となり、
山田正人氏の当社社外取締役の就任期間は本総会終結の時をもって３年となります。
当社は、青木茂男氏、山田正人氏の両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て届け出ております。また、髙木いづみ氏につきましても選任が承認された場合、独立
役員として届け出を行う予定であります。

5. 当社と社外取締役は会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結
しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額とし
ております。本議案が承認された場合、当社と青木茂男氏、山田正人氏の両名との間に
おいて同内容の責任限定契約を継続する予定であり、髙木いづみ氏との間においても同
内容の責任限定契約を締結する予定であります。
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第４号議案 監査役２名選任の件
監査役相原貫二氏、藤森一喜氏、井上晴孝氏の３名は、本総会終結の時を

もって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存
じます。

なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１

※
塩
しお

﨑
ざき

康 男
やす お

(1953年７月12日)

1977年４月 ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社

0株

1995年８月 イオン興産㈱(現 イオンモール㈱)転籍

1996年３月 同 経理部長

2012年８月 イオン・リートマネジメント㈱ 転籍

2012年10月 同 取締役資産管理部長

2014年５月 同 常務取締役資産管理部長

2016年５月 同 代表取締役社長

2019年10月 当社顧問(現任)

(重要な兼職の状況）
―

【監査役候補者とした理由】
当社顧問としての経験や前職の経営経験により当社お

よび会社を熟知し、豊富な知識や経験があり、当社の監
査機能の強化と透明性の確保に向けて適切な役割を担っ
ていただけることが見込まれることから新たに監査役候
補者としたものであります。

２
井
いの

上
うえ

晴
はる

孝
たか

(1952年４月７日)

1978年９月 ㈱辰巳法律研究所 入所

0株

1985年４月 弁護士登録(東京弁護士会所属)
浅見東司法律事務所 入所

1988年４月 井上晴孝法律事務所開設

2007年６月 当社監査役(現任)

2018年７月 井上・桜井法律事務所に改称(現任)

2020年７月 ㈱ヴィア・ホールディングス 社外取締役
(現任)

(重要な兼職の状況）
弁護士 井上・桜井法律事務所
㈱ヴィア・ホールディングス 社外取締役
【社外監査役候補者とした理由】

弁護士としての企業経営を統治する充分な見識および
企業法務の経験を当社の経営に生かしていただき、監査
機能の強化と透明性の確保に向けて適切な役割を担って
いただけることが見込まれることから引き続き社外監査
役候補者としたものであります。なお同氏は過去に社外
役員となること以外の方法で経営に関与した経験はあり
ませんが、上記の理由により社外監査役としてその職務
を適切に遂行できるものと判断しております。

(注) 1. 各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. ※は、新任の監査役候補者であります。
3. 井上晴孝氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者でありま

す。
4. 井上晴孝氏につきましては、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
5. 社外監査役候補者の選任理由および独立性について

井上晴孝氏につきましては、弁護士としての企業経営を統治する充分な見識および企業
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法務の経験を当社の経営に生かしていただきたいため、監査役として選任をお願いする
ものであります。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本株主総会終結の時をもっ
て16年となります。

6. 当社は、保険会社との間で取締役全員および監査役全員を被保険者とする役員等賠償責
任保険契約を締結しており、被保険者である取締役および監査役がその職務の執行に関
し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのあ
る損害について填補されます。なお、各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契
約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

7. 当社と各監査役は会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結し
ており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額として
おります。本議案が承認された場合、当社と井上晴孝氏との間において同内容の責任限
定契約を継続する予定であり、塩﨑康男氏との間においても同内容の責任限定契約を締
結する予定であります。
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第５号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役

１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

糸
いと

賀
が

定 雄
さだ お

（1960年１月１日）

1982年４月 東京国税局 入局

0株

1990年７月 国税庁及び東京国税局 勤務

2007年７月 松戸税務署副署長

2009年７月 国税庁及び東京国税局 勤務

2014年７月 東京国税局課税第一部審理官

2015年７月 東京国税局調査第二部統括国税調査官

2016年７月 東京国税局調査第一部調査審理課長

2017年７月 松戸税務署長

2018年７月 名古屋国税不服審判所部長審判官

2019年７月 板橋税務署長

2020年８月 税理士登録

2020年８月 糸賀定雄税理士事務所開設(現任)

2022年６月 山崎金属産業㈱社外監査役(現任)

2022年６月 首都高メンテナンス東東京㈱社外監査役(現任)

2022年６月 首都高電気メンテナンス㈱社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況）
税理士 糸賀定雄税理士事務所
山崎金属産業㈱社外監査役
首都高メンテナンス東東京㈱社外監査役

首都高電気メンテナンス㈱社外監査役

【補欠監査役候補者とした理由】
前職の知識や経験、税理士の知識や経験等を当社の経営に生

かしていただき、監査機能の強化と透明性の確保に向けて適切
な役割を担っていただけることが見込まれることから補欠の監
査役候補者としたものであります。なお同氏は過去に社外役員
になること以外の方法で経営に関与した経験はありませんが上
記の理由により社外監査役としてその職務を適切に遂行できる
ものと判断しております。

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 糸賀定雄氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であり、

社外監査役の補欠として選任するものであります。

3. 糸賀定雄氏が監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所が定める独立役員

として届け出ることを予定しております。
4. 当社は、保険会社との間で取締役全員および監査役全員を被保険者とする役員等賠償

責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役および監査役がその職務の執行
に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補されます。なお、糸賀定雄氏が監査役に就任した場合は、
当該保険契約の被保険者となります。

5. 糸賀定雄氏が監査役に就任された場合は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であ

ります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度

額としております。
以 上
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ハチ公改札口

西口

西武百貨店
渋谷店

井
の
頭
通
り

井
の
頭
通
り

ハチ公像ハチ公像

渋谷駅西口
バスターミナル
渋谷駅西口

バスターミナル

渋谷駅東口
バスターミナル
渋谷駅東口

バスターミナル

首都高速３号渋谷線

首都高速３号渋谷線

渋谷
マークシティー

渋谷
マークシティー

ユニクロユニクロ

シブヤ１０９シブヤ１０９
みずほ銀行みずほ銀行

ビックカメラビックカメラ
道玄坂

ヤマダデンキ
LABI渋谷

ヤマダデンキ
LABI渋谷

ＡＰ渋谷道玄坂
渋東シネタワー

株主総会会場ご案内図

日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時

会 場 東京都渋谷区道玄坂二丁目６番17号

ＡＰ渋谷道玄坂 渋東シネタワー11階

電話 03（5428）6849

●交通のご案内
ＪＲ各線「渋谷駅」ハチ公改札口より徒歩約１分
東急各線、東京メトロ各線「渋谷駅」Ａ１出口直結
京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩約１分

●お願い
会場には駐車場はございませんので、お車でのご来場はご容赦賜りたくお願い申し上げます。
※前年と会場が変わっておりますのでご注意ください。

また、ご出席の際はご自身の体調等をお確かめのうえ、ご来場賜わりますようにお願い申し
あげます。
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